
               「交通事故をなくす運動」阿倍野区推進本部規約  

 

第１条 目    的 

  阿倍野区の交通安全対策を総合的かつ効果的に推進するため関係団体、機関が 

 緊密な連絡を保ち、交通事故絶滅を期して広く区民運動を展開し、強力な実践活 

 動を図ることを目的とする。 

第２条 事  業 

   第１条の目的を達成するため次の事業を行う。 

１．交通安全意識の高揚 

２．交通安全対策について、各関係団体、機関との連絡調整 

３．各団体および交通指導員の交通安全実践活動の指導 

４．交通安全教育の推進と実践 

５．交通安全施設の整備拡充 

６．交通公害の排除と交通環境向上のための研究 

７．交通安全功労団体および個人に対する表彰 

８．その他目的達成のために必要な事業 

第３条  構  成 

  推進本部（以下「本部」という）は、別表に掲げる官公署、機関、団体を  

もって構成する。 

第４条  役  員 

 本部に次の役員を置く。 

本  部  長                   １  名 

副 本 部 長           若 干 名 

対 策 研 究 委 員            若 干 名 

実 行 委 員               若 干 名 

推 進 委 員               若 干 名 

顧    問            若 干 名 

参    与            若 干 名 

第５条  役員の選任 

 役員の選任は次の方法による。 

１．本部長は、阿倍野区長が就任する。 

２．副本部長は、阿倍野区副区長、阿倍野警察署長および阿倍野交通安全協会長が

就任する。 

３．対策研究委員は、阿倍野区役所市民協働課長、阿倍野警察署交通課長、阿倍野

交通安全協会専務理事のほか、本部長が必要と認めたものをもってあてる。 

４．実行委員は、各地域活動協議会会長、地域振興会各連合町会長、区女性部長を

もってあてる。 

 



５．推進委員は、第３条別表のうちから正・副本部長が必要と認めた機関および団

 体の代表者をもってあてる。 

６．顧問は、区内選出の府・市会議員が就任する。 

７．参与は、区内官公署の長をもってあてる。 

第６条  役員の任務 

 役員は次の任務を行う。 

１．本部長は、本部を統括するとともに役員会議の議長となる。 

２．副本部長は、本部長を補佐し、本部長事故あるときは、その職務を代行する。

３．対策研究委員は、常に交通安全に関する研究を行い、事業計画および対策を企

 画立案し本部長に諮問する。 

４．実行委員は、役員会議に出席し議案を審議するとともに、議決事業の実践と交

 通指導員の育成および指揮をする。 

５．推進委員は、役員会議に出席し、議案を審議するとともに、交通安全意識の高

 揚に努め、各種事業に協力する。 

６．顧問は、本部の運営に関して助言と指導を行う。 

７．参与は、本部の事業に参画し交通安全意識の高揚に努め運動に協力する。 

第７条  役員の任期 

 役員の任期は、本来の職務に在職中は自動的に本部の役員に在任する。 

第８条  委  員 

１．委員は、第３条別表のうちから正・副本部長が必要と認めた機関および団体の

 代表者をもってあてる。 

２．委員は、本部の事業に参画し、交通安全意識の高揚に努め運動に協力する。 

第９条  交通指導員 

 本部の事業を推進するため、別に定めるところにより交通指導員を置く。 

第１０条  事務局 

 本部の事務局は、区役所市民協働課（市民協働）に置く。 

 ただし、警察署交通課と交通安全協会事務局は、これらの事務処理に協力する。 

   附則 

制定   昭和 ４２年 ４月   １日  改正   平成 ３０年 ８月  ２７日 

改正   昭和 ５８年 ４月 １９日  改正   平成 ３１年 ４月  ２２日 

改正   平成   ９年 ４月   １日  改正   令和  ６年 ３月  １１日 

改正   平成 １２年 ４月   １日  改正   令和  ８年 ３月   ９日 

改正   平成 １４年 ４月   １日 

改正   平成 １９年  ４月   １日 

改正   平成 ２３年  ４月   １日 

改正   平成 ２４年  ９月   １日 

改正   平成 ２５年  ４月   １日 

改正   平成 ２６年  ９月   ２日 

改正   平成 ２７年 ８月 ３１日 

改正   平成 ２８年 ８月 ３１日 

改正   平成 ２９年 ９月   １日 



第     ３   条   別   表 

  １ 阿倍野区役所 ３１ 近畿日本鉄道株式会社 

 ２ 阿倍野警察署 ３２ 阪堺電気軌道株式会社 

 ３ 環境局南部環境事業センター ３３ 大阪阿倍野ライオンズクラブ 

 ４ 建設局平野工営所 ３４ 大阪帝陵ライオンズクラブ 

 ５ 建設局南部方面管理事務所 ３５ 大阪帝塚山ロータリークラブ 

 ６ 建設局南部方面管理事務所長居公園事務所 ３６ 自転車軽自動車商業協同組合阿倍野支部 

 ７ 
大阪市高速電気軌道株式会社 

鉄道事業本部運輸部天王寺管区駅 
  

 ８ 水道局南部水道センター   

 ９ 阿倍野消防署   

１０ 阿倍野税務署   

１１ 大阪府なにわ南府税事務所   

１２ 阿倍野公共職業安定所   

１３ 大阪南労働基準監督署   

１４ 西日本旅客鉄道株式会社   

１５ 日本郵便株式会社阿倍野郵便局   

１６ 阿倍野区地域活動協議会   

１７ 阿倍野区地域振興会   

１８ 阿倍野区老人クラブ連合会   

１９ 阿倍野区身体障がい者団体協議会   

２０ 小学校   

２１ 中学校   

２２ 高等学校   

２３ 阿倍野区ＰＴＡ協議会   

２４ 阿倍野区地域女性団体協議会   

２５ 阿倍野区青少年指導連盟   

２６ 阿倍野交通安全協会   

２７ 阿倍野区母と子の交通安全クラブ   

２８ 阿倍野区商店会連盟   

２９ 一般社団法人阿倍野産業会   

３０ 社団法人トラック協会南大阪支部   

 


